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要
旨

議
会
雑
費
の
日
額
の
最
高
限
度
額
を
、
本
年
四
月
よ
り
六
千
円

（
現
行
四
千
五
百
円
）
に
改
定
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び

　
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

　
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
本
年
四
月
よ
り
、
各
議
院
の
役
員
及
び
特
別
委
員

長
並
び
に
参
議
院
の
調
査
会
長
が
受
け
る
議
会
雑
費
の
日
額
の
最
高

限
度
額
を
、
現
行
の
四
千
五
百
円
か
ら
六
千
円
に
改
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
可
決
す
べ
き
も
の
と
、

全
会
一
致
を
も
っ
て
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




